
承認第３号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により総社市都市計画税条例（平成１７

年総社市条例第５６号）の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分した 

ので，同条第３項の規定によりこれを報告し，承認を求める。 

 

 

  令和７年６月６日提出 

 

 

 

                 総社市長 片 岡 聡 一 

 

 

 

 

 提案理由 

  地方税法の改正により，都市計画税の課税標準額の特例割合に係る規定

が見直されたことから，総社市都市計画税条例について早急に改正を  

加える必要が生じたので，地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき， 

令和７年３月３１日に専決処分したものである。 

 

 



 



 

 

総社市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

                                         総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第２２号 

 

総社市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

総社市都市計画税条例（平成１７年総社市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

   附 則 

１～４ 略 

（法附則第１５条第３６項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第３６項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

（法附則第１５条第３７項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

（法附則第１５条第４１項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合は４分

の３とする。 

８～１６ 略 

１７ 法附則第１５条第１項，第９項，第１３項から第１７項まで，第１９

項，第２０項，第２４項，第２７項，第３１項から第３３項まで，第３６

項，第３７項，第４１項若しくは第４４項，第１５条の２第２項，第１５

条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り，第

２条第２項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第

１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

 

   附 則 

１～４ 略 

（法附則第１５条第３７項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は３分

の２とする。 

（法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は２分

の１とする。 

（法附則第１５条第４２項の条例で定める割合） 

７ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合は４分

の３とする。 

８～１６ 略 

１７ 法附則第１５条第１項，第９項，第１３項から第１７項まで，第１９

項，第２０項，第２４項，第２７項，第３１項から第３４項まで，第３７

項，第３８項，第４２項若しくは第４５項，第１５条の２第２項，第１５

条の３又は第６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り，第

２条第２項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第

１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 



 

 

改 正 後 改 正 前 

１８ 略 

 

１８ 略 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の総社市都市計画税条例の規定は，令和７年度以後の年度分の都市計画税について適用し，令和６年度分までの都市計画税につ

いては，なお従前の例による。 


